
■特別徴収実施のご案内
仕事と税金

特別徴収に切り替えると以下のメリットがあります。

・従業員の方が納税のため、金融機関等に出向く手間を省くことができます。
・普通徴収の納期が原則４期であるのに対し、特別徴収は年１２回なので従業員（納税義務者）の方１回あた

りのご負担が少なくてすみます。
・住民税の特別徴収は、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
・税額の計算は給与支払報告書に基づき各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知します。

詳しくは、従業員の住所地の各市町村税務担当課までお問い合わせください。 

特別徴収に切り替えるメリットはありますか。

奈良県全体として、個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底しています。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

● 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員（正規雇用だけ
でなく、臨時職員、アルバイト等の非正規雇用も含む。）に支払う給与から個人住民税を引き落とし、
市町村に納入いただく制度です。

● 地方税法第３２１条の３、第３２１条の４等及び各市町村の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、
原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

① 従業員の住所地の市町村に1月31日までに「給与支払報告書」を提出してください。
（②市町村役場にて税額の計算を行い、③5月31日までに特別徴収税額決定通知書を送付します。）

④ 6月以降、税額決定通知書に記載の税額を給与から徴収してください。

⑤ 従業員の給与から徴収した住民税を、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、市町村毎の
合算額を納入してください。
従業員が常時10名未満の事業者は、申請により年2回の納期とすることができます。

市町村役場 事業者
給与支払報告書の提出
（１月３１日まで）

１２ 税額の計算

３ 特別徴収税額の通知
（５月３１日まで）

５ 税額の納入
（翌月１０日まで）

３ 特別徴収税額の通知
（５月３１日まで）

４ 給与の支払いの際、
税額を徴収
６月から翌年の５月まで
毎月の給料支給日

給与所得者

個人住民税は特別徴収で納めましょう。

個人住民税の特別徴収の手続き

■ふるさと奈良県応援寄附金のご案内
仕事と税金

◎ ふるさと奈良県応援寄附金（ふるさと納税）について
「大和は国のまほろば」と謳われた奈良の地。この“日本のふるさと奈良”に住んだことのある方や
「心のふるさと」として親しんでいただいている方など、どなたでも「寄附」という形で奈良県を応
援していただくことのできる制度が「ふるさと奈良県応援寄附金」です。

“文化財の保存修理”

寄附
寄附金は、「ふるさと奈良県応援基金」に
積み立てた後、各分野の事業に充当します。

◎ 寄附金の募集のテーマ

“奈良の鹿の保護”

・医療の提供体制の充実

・文化の振興・観光の振興

“救急医療体制の充実”

・県立学校、県立大学における教育の充実
・動物愛護の推進
・人権施策を推進する活動の充実
・スポーツを楽しむための機会づくり
・安全安心な地域づくり
・自然界と人の共生に向けた生物多様性の保全
・産業の振興
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◎ 税制上の優遇措置 ～個人住民税所得割額の概ね２割上限とした税額軽減～
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◎ 奈良県の特産品等の贈呈

◎ 寄附金の使途や成果の報告
応援いただいた寄附金については、ご希望のテーマ（事業）に活用させていただきます。
寄附金の成果は、「奈良県ホームページ」への掲載などにより、報告させていただきます。

奈良県内の各市町村にも「ふるさと納税（寄附）」をよろしくお願いします。
奈良県内の市町村へ寄附していただく場合は、下記ホームページに掲載している各市町村の寄附窓口の連絡先等へ
ご連絡いただくようお願いします。

県内の市町村への寄附は

ご注意ください！！
「ふるさと寄附金」を装った寄附の強要や詐欺行為には

十分ご注意ください。
※県から寄附金の振込口座を電話でお知らせすることは

ありません。

大和茶（緑茶） 奈良ファン倶楽部会員資格

https://www.pref.nara.jp/26656.htm

ふるさと奈良県応援寄附金受付窓口
（奈良県知事公室政策推進課）

【お問い合わせ】
〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町30番地

電話番号 ：０７４２－２７－８３０６（ダイヤルイン）
FAX番号：０７４２－２２－８０１２
E-mail：furusato-kifu@office.pref.nara.lg.jp

ヤマトポーク三輪そうめん 角トレイ（奈良の木）

※写真は一例です

寄附の方法は下記の中からお選びいただけます。
・クレジットカード収納
・コンビニエンスストア収納 （インターネット利用）
・Pay-easy（ペイジー）収納
・払込書（寄附申込書利用）

インターネットを利用

◎ 寄附の方法

クレジットカード
コンビニ
ペイジー

払込書

郵便・ﾌｧｸｼﾐﾘ・電子ﾒｰﾙ

寄附申込書を提出

払込書を郵送
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ふるさと奈良県応援サイト 検索

■法人の県民税・法人の市町村民税
仕事と税金

この税は、県内に事務所や事業所などを持っている法人などに課税
されるものです。
法人についても法人県民税と法人市町村民税とがあり、これらをあ

わせて「法人住民税」といいます。

・県内に事務所（事業所）がある法人
（人格のない社団又は財団を含む公益法人等については収益事業を行うもの）

・県内に事務所（事業所）はないが、寮、宿泊所、クラブなどを持っている法人
※「均等割」とは、所得金額の多少にかかわらず、一定の税額を納めるものです。
※「法人税割」とは、国に納める法人税の額を基礎に税額を計算して納めるものです。

◎県内に事務所等を設置したときは、県税事務所及び市町村に申告する必要があります。
 各種届出書については、奈良県ホームページhttps://www.pref.nara.jp/の税務課の
    ページからダウンロードすることができます。
   市町村分については、各市町村にお問い合わせください。
（１）均等割

※森林環境税として法人県民税均等割に５％の超過課税を実施しています。
※「資本金等の額」とは、法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の額をいいます。
◎平成27年４月１日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額（上記の額から無償増減資等の額を加減算し

た額）」と「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」のいずれか高い方の額になります。

法人等の区分 納める額

資本金等の額 市町村内の
従業者数

県民税（年額）
（森林環境税を含む） 市町村民税（年額）

50億円超 50人超 840,000円 3,000,000円
50人以下 410,000円

10億円超50億円以下 50人超 567,000円 1,750,000円
50人以下 410,000円

1億円超10億円以下 50人超 136,500円 400,000円
50人以下 160,000円

1千万円超1億円以下 50人超 52,500円 150,000円
50人以下 130,000円

1千万円以下 50人超 21,000円 120,000円
50人以下 50,000円

上記以外の法人等 21,000円 50,000円

（２）法人税割

※社会福祉の増進又は医療の向上を図る施設の整備等の経費に充てるため、法人県民税法人税割に0.8%の超過課税（上表上
段の税率）を実施しています。

法人等の区分
H26.9.30以前に開始する事業年度 H26.10.1～R1.9.30に開始する事業年度 R1.10.1以後に開始する事業年度

県民税（税率） 市町村民税（税率） 県民税（税率） 市町村民税（税率） 県民税（税率） 市町村民税（税率）

下記以外の法人 法人税額の5.8％
法人税額の12.3％
～14.7％（各市町村
の条例で定められて
います）

法人税額の4.0％
法人税額の9.7％
～12.1％（各市町村
の条例で定められて
います）

法人税額の1.8％
法人税額の6.0％
～8.4％（各市町村
の条例で定められて
います）

資本金の額又は出資金の額が
１億円以下で、かつ、課税標準
となる法人税額が年1,000万円
以下の法人

法人税額の5.0％ 法人税額の3.2％ 法人税額の1.0％
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